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自治体広報紙等活用版 

【不法就労・不法滞在防止のための理解と協力の確保】 

不法就労は、不法就労をした外国人だけでなく、当該外国人を雇用して不法 

就労をさせた事業主も処罰の対象となります。 

 外国人を雇用する際には、在留カードや旅券の在留資格、在留期間、就労制

限の有無などの記載事項をよく見て、不法滞在者ではないか、働くことのでき

る在留資格であるかなどを確認してください。 

 不法滞在者などを発見したときや不審に思ったときは、警察に通報してくだ

さい。 

【薬物乱用防止】 

薬物乱用のない安全な社会を実現するためには、一人一人が薬物乱用を拒絶 

する意識を持つことが大切です。 

覚醒剤や大麻などの薬物に関する悩みや、薬物の密売・乱用に関する情報は   

覚醒剤 110 番 （０７８）３６１－０１１０ 

に相談してください。 

【防災意識の高揚】 

  市・町では、５段階の警戒レベル 

     警戒レベル５ 命の危険 直ちに安全確保！ 

     警戒レベル４ 危険な場所から全員避難 

     警戒レベル３ 危険な場所から高齢者等は避難 

     警戒レベル２ 自らの避難行動を確認 

     警戒レベル１ 災害への心構えを高める 

により防災情報を提供し、住民がとるべき避難行動を明確化しています。 

 気象庁が発表する気象情報や、市・町長が発令する避難情報などを入手し、

早めの避難を心掛けましょう。 
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不法就労は法律で禁止されています。 

不法就労をした外国人だけでなく、当該外国人を雇用して不法就労をさせた事業

主も処罰の対象となります。 

外国人を雇用しようとする際に在留カードを確認しなかったなど、尽くすべき手

段を尽くさなかった場合には、当該外国人が不法就労者であることを知らなかった

としても処罰を免れません。（不法就労させたり、不法就労をあっせんした人は｢不

法就労助長罪（３年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金）」となります。） 

警察では、不法就労などについて取締りを強化しているほか、外国人留学生や技

能実習生などに対して、事件・事故などの被害に遭わないためにアドバイスを行う

などの防犯講話なども行っています。 

 

 

 

不法滞在者とは 

○ 不法残留者 … 許可された在留期間を超えて滞在している外国人 

○ 不法入国者 … 旅券を持たずに入国した外国人、あるいは偽造された

旅券で入国した外国人 

○ 不法上陸者 … 旅券は有効でも、上陸許可を受けずに上陸した外国人  

をいいます。 

 

 

 

不法就労となるのは次の３つの場合です。 

○ 不法滞在者が働く場合 

（例） 密入国した外国人や不法残留の外国人が働く 

○ 出入国在留管理局から働く許可を受けていないのに働く場合 

（例） 観光目的の旅行者や留学生として入国した外国人が許可を受けず

に働く 

○ 出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働く場合 

（例） 外国料理店のコックとして働くことを認められた外国人が機械工

場で単純労働者として働く 

  

不法就労防止にご協力ください 

不法就労・不法滞在防止のための理解と協力の確保 

～不法就労・不法滞在防止にご理解とご協力を～ 

不法滞在者とは 

不法就労とは 
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外国人を雇用する際には、在留カードや旅券の在留資格、在留期間、就労制限の

有無などの記載事項をよく見て、不法滞在者ではないか、働くことのできる在留資

格であるかなどを丁寧に確認してください。 

「留学」「家族滞在」「研修」「文化活動」「短期滞在」の在留資格で在留している外

国人は原則として就労が認められておらず、日本で働くためには資格外活動許可を

受ける必要があります。 

最近では、不法滞在者や就労制限がある外国人が偽変造の在留カードを悪用して

不法就労しているケースも多発しています。 

正規の在留カードは、カード表面にホログラム

やカードを傾けて色が変化する部分があるなど、

偽変造防止対策が施されています。 

事業主の方は、外国人を雇用する際、在留カー

ドなどにより身分確認を確実に行い、不法滞在者

などを発見したときや不審に思ったときはすぐに

警察に通報してください。 

 

《 外 事 課 》 

《 保 安 課 》 

《国際捜査課》  

確実な身分確認を 
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令和７年中の県内における薬物事犯の検挙人員は 742 人で、前年から 24 人減少

しました。 

大麻は 30 歳未満の若年層を中心に高い数値で推移しており、検挙人員は 455 人

（前年比＋４）で、６年連続で過去最多を更新しました。 

従来の乾燥大麻に加え、電子煙草に似た大麻リキッドが乱用されています。 

覚醒剤事犯の検挙人員は 250人（前年比-23）で、令和４年以降ほぼ横ばいで推移

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬物の乱用とは、医薬品を医療目的以外に使用すること又は医療目的にない薬物

を不正に使用することをいい、一度でも使用すれば「乱用」となります。 

覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、一時的な快感を得たりストレスの解消が

感じられたりしますが、その体験が「依存性」を形成し、より強く薬物を求めるよ

うになります。 

薬物の乱用により、精神と身体の両面が致命的に破壊され、薬物の使用を止めた

後でも長い期間にわたって後遺症に悩まされるという危険性もあり、最悪の場合、

死に至ることもあります。 

さらに、薬物作用により幻覚や幻聴などの障害に陥り、凶悪な犯罪や重大な交通

事故を引き起こしたり、薬物の購入資金を得るために犯罪を起こしたりするなど、

社会全体に弊害をもたらしています。 

 

 

令和７年中に県内で薬物事犯により警察が検挙した少年は 96 人で、違反種別で

は、覚醒剤事犯は１人（前年比-４）、大麻事犯が 88人（前年比-２）、麻薬等事犯が

７人（前年比＋２）でした。 

学職別では、無職少年 13 人、有職少年 48 人、学生・生徒 35 人となっています。 

大麻乱用少年が増加している現状を踏まえ、大麻の有害性について正しい知識を

持ってもらうための広報啓発活動などに取り組んでいます。  

少年の薬物乱用 

薬物乱用防止 

～薬物乱用のない社会を～ 

薬物事犯の現状 

薬物乱用の危険性 
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薬物の密売は、スマートフォンなどを利用し

て売買の約束をし、待ち合わせ場所を指定して

直接薬物を取引する面接方式や銀行口座などに

代金を送金させた上で、宅配便などを利用して

薬物を送付するなどの非面接方式の手口で行わ

れています。 

薬物密売には主にＳＮＳが悪用されており、

薬物密売の広告が多数存在します。 

 

 

 

大麻については、国内での違法栽培も認められますが、違法薬物の多くは海外か

ら密輸入されています。 

密輸の手口の多くは、国際郵便や国際貨物による密輸入、航空機などを利用した

運び屋方式による密輸入であり、違法薬物と知らずに密輸に加担した場合でも、責

任を問われることがあります。 

不用意に他人から荷物を受け取らないでください。 

また、いわゆる「闇バイト」の手口で密輸貨物の受取役や運び屋を募集している

場合がありますので、そのような誘いには決して乗らないでください。 

 

 

 

薬物の乱用を防止するためには、社会全体で「薬物乱用は許さない」という気運

を醸成することが必要です。 

  警察では関係機関と連携し、薬物の密輸や密売、末端乱用者の取締りを強化する

とともに、薬物の危険性や有害性について正しく認識していただくための広報啓発

活動を推進しています。 

  また、各学校と連携した児童・生徒に対する薬物乱用防止教室の開催やインター

ネット上の違法・有害サイトを遮断するフィルタリング利用促進に向けた各種取組

など、少年の薬物乱用防止対策を推進しています。 

  さらに、公益財団法人復光会垂水病院（神戸市西区所在）との間で協定を締結し、

薬物で検挙・補導された少年や薬物依存からの離脱に関する相談で来署した少年に

対し、診察費の一部を警察が負担して、同病院の専門医による治療等を行うなどの

支援を行っています。 

詳細については、最寄りの警察署の少年担当係へお問い合わせください。 

  

密売の手口 

密輸入の手口 

薬物対策の推進 
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覚醒剤や大麻などの薬物に関する悩みや薬物の密

売・乱用に関する情報は、迷わず 

 覚醒剤 110番 （０７８）３６１－０１１０ 

に相談してください。 

 

 

 

 

《薬物銃器対策課》 

《 少 年 課 》 

 

  

悩まず、まずは相談を 
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これからの時季は、台風や局地的な大雨の影響により、河川の急な増水・氾濫、

土砂崩れなどが発生するおそれがあります。 

 ｢令和６年９月 20 日からの大雨」では、前線などの影響により石川県を中心に大 

雨となり、河川の氾濫や土砂災害が発生し「令和６年能登半島地震」の被災地にも大 

きな被害をもたらしました。 

災害はいつ、どこで発生するかわかりません。 

 普段から「逃げるタイミング」「逃げる場所」を考えておくとともに、気象庁が

発表する気象情報や、市・町長が発令する避難情報などを入手し、早めの避難を心

掛けましょう。 

 

 

風水害や土砂災害などに備えるためには、あらかじめ災害の危険がある場所を

確認しておくことが大切です。 

｢兵庫県 CGハザードマップ」を活用して身の回りの場所にどんな危険が潜んで

いるか知っておきましょう。 

 

  

防災意識の高揚 

～風水害に備えて～ 

事前の確認 
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令和８年の出水期から「レベル４相当の情報として危険警報の新設」や「情報名 

称そのものにレベルの数字を付けて発表（例：レベル４大雨危険警報等）」されるな 

ど防災気象情報が一部変更となります。 

  ｢自分の命は自分で守る」ためにテレビやインターネットなどで情報を確認しま

しょう。 

新しい防災気象情報の情報体系とその名称 

          参考【防災気象情報の改善について(気象庁、国土交通省)】 

大雨による災害から身を守るには 

新しい防災気象情報等について 
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《災害対策課》 

マイ避難カード 

非常持出袋の準備 

災害用伝言ダイヤル 


